
豊中市議会報編集委員会要綱

（目的）

第１条 この要綱は，豊中市議会会議規則（昭和３４年豊中市

議会規則第１号）第１２８条第４項の規定に基づき，議会報

編集委員会（以下「編集委員会」という。）の運営に関し必

要な事項を定める。

（所掌事項）

第２条 編集委員会は，議会報の編集及び発行その他議会活動

の市民への広報に関し協議又は調整を行う。

（委員）

第３条 編集委員会の委員は，議長，副議長及び会派（３人以

上の所属議員を有する団体をいう。以下同じ。）が，その所

属議員のうちから選出する者（各会派１人ずつ）をもって構

成する。

２ 委員（会派がその所属議員のうち か ら 選 出 す る 者 に 限

る。）の任期は概ね１年とし，補欠委員の任期は，前任者の

残任期間とする。ただし，再任を妨げない。

（委員長及び副委員長）

第４条 編集委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は，議長をもって充てる。

３ 委員長は，編集委員会の事務を総理し，編集委員会を代表

する。

４ 副委員長は，副議長をもって充てる。

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又

は委員長が欠けたときは，その職務を代理する。

（会議）

第５条 編集委員会は，委員長が招集し，会議を主宰する。

２ 編集委員会は，委員（次条に規定す る 代 理 出 席 者 を 含

む。）の半数以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。

３ 会議の表決の方法は，出席委員の過半数でこれを決し，可



否同数のときは委員長の決するところによる。

（代理者の出席）

第６条 委員（会派がその所属議員のうちから選出する者に限

る。）に事故があるときは，当該会派に所属する議員のうち

から代理者を出席させることができる。

２ 前項の規定により代理者を出席させる場合は，委員長にそ

の者の氏名を届け出なければならない。

（会議の非公開）

第７条 編集委員会の会議は，原則として公開しない。

（記録）

第８条 委員長は，事務局職員をして会議の概要，出席者の氏

名等必要な事項を記載した記録を作 成 さ せ な け れ ば な ら な

い。

（雑則）

第９条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必

要な事項は，委員長が編集委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は，平成２０年１１月２１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２３年３月２５日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２４年１２月２１日から施行する。


